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墨田区船着場の使用料割引期間の終了について 

 
 墨田区では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた舟運事業者への支援策と観光舟運の
活性化対策として、これまで墨田区船着場の使用料割引を実施してきましたが、令和５年５月
８日以降、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行し、船着場の利用が回復しているこ
とから、令和６年３月３１日をもって使用料割引期間を終了いたします。 
  
【これまでの使用料の割引について】 

◎対象施設  吾妻橋、おしなり公園、平井橋、立花六丁目、東墨田二丁目の各船着場 
◎対象期間  令和２年９月１４日（月）から令和２年１１月３０日（月）まで（当初） 

        令和２年１２月１日（火）から令和３年３月３１日（水）まで（第１回延長） 
        令和３年４月１日（木）から令和４年３月３１日（木）まで（第２回延長） 
        令和４年４月１日（金）から令和５年３月３１日（金）まで（第３回延長） 
        令和５年４月１日（土）から令和５年９月３０日（土）まで（第４回延長） 
        令和５年１０月１日（日）から令和６年３月３１日（日）まで（第５回延長） 

◎令和６年４月１日からの使用料 

船舶の種類 
１隻につき１回当たりの使用料 

１日１回使用する場合 １日２回以上使用する場合 
定員１２人以下 ６００円 ４５０円 
定員１３人以上２５人以下 １，０００円 ７５０円 
定員２６人以上４４人以下 ２，０００円 １，５００円 
定員４５人以上 ５，０００円 ４，０００円 
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